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資    料 

資料 １  調査団員・氏名 

（１） 概略設計調査 

殿川 広康 総括 JICA 人間開発部 基礎教育グループ 
基礎教育第一課長 

前田 佳代子 計画管理 JICA 人間開発部 基礎教育グループ 
基礎教育第二課 

鈴木 敏彦 業務主任／建築計画 株式会社大建設計 

藤原 通子 建築設計 同上 

中島 康雄 設備計画 同上 

清水 倫明 施工・調達計画／積算  同上 

翠川 清子 教育計画／機材計画 株式会社アースアンドヒューマン 
コーポレーション 

坂巻 雄 設備計画 2（自社補強） 株式会社大建設計 

菊池 康 通訳 株式会社翻訳センターパイオニア 

 

（２） 給水調査 

鈴木 敏彦 業務主任／建築計画（自社補強） 株式会社大建設計 

金山 文雄 給水計画 株式会社三祐コンサルタンツ 

 

（３） 概要説明調査 

櫛田 眞美 総括 JICA アフリカ部 中西部アフリカ第二課

調査役 

鈴木 敏彦 業務主任／建築計画 株式会社大建設計 

藤原 通子 建築設計 同上 

菊池 康 通訳 株式会社翻訳センターパイオニア 

 



資料　２　調査行程

（１）概略設計調査
設備計画（2）

総括 計画管理 （自社補強）

殿川広康 前田佳代子 鈴木敏彦 菊池　康 藤原通子 中島康雄 坂巻　雄 翠川清子 清水倫明

JICA/JOCVベナン事務所、日本大使館、外務省 表敬訪問

幼児・初等教育省（教育省）訪問　：　I/R説明、質問票配布、調査日程調整

教育省　：　要請内容（サイト、コンポーネント等）確認 積算調査票配布

ENIポルト・ノボ訪問協議 電力公社、エネルギー・水省等インフラ調査 教育統計資料収集 現地建設会社調査

教育省　：　施設計画・機材計画協議 積算調査票配布

AGETUR訪問協議 調達事情調査(設備) ADJETUR訪問協議 調達事情調査(資材)

教育省　：　施設計画/機材計画協議 積算調査票配布

教育統計資料収集／土質調査会社：調査打合・依頼 調達事情調査(資材)

資料整理 調達事情調査(設備) 機材調達事情調査 積算調査票配布

団内会議＋資料整理＋現地調査準備

市長表敬・井戸状況確認　／　土質調査会社連絡

対象校状況調査（ENIジョグー）　＋　建設予定サイト調査（測量等立会）

教育省　県事務所協議（ナチタングー） 資材調査

第3次小学校（ダッサガテB）視察、　ナチタングー高等師範学校視察、対象校状況調査（ENIジョグー） 現地業者・資材調査

電力公社、水支局、郵便電話公社：インフラ調査 資材調査

建設予定サイト：測量等立会 現地業者・資材調査

移動：ジョグー  →　カンディ

既存教員養成校調査　(ENIカンディ)

移動：カンディ　→　パラク、　教育省　パラク県事務所協議

移動：パラク　→　ジョグー

移動： ジョグー　→　アボメイ

既存ENI調査（ENIアボメイ）、移動： アボメイ　→　コトヌ

団内会議

資料整理 施設計画案作成 機材計画案作成 資料整理

パリ発＞コトヌ着 団内会議（中間報告書作成協議）

団内会議（官団員合同）

都市建設省(建設事情)協議＋電力・給水・電話調査 調査票回収＋積算調査

施設計画案作成 設備計画案作成 調達事情調査(代理店)

教育省：ミニッツ協議 教育省：維持管理体制調査 代理店調査 調査票回収＋積算調査

移動： コトヌー → （ENIアボメイ、第4次小学校建設現場） → ジョグー ENIアボメイ調査（調査後コトヌに戻る） 調達事情調査(代理店)

対象校状況調査（ENIジョグー）　＋　サイト状況調査 ＋ 市長表敬 設備計画案作成 調達事情調査(機材) 調査票回収＋積算調査

移動： ジョグー → コトヌ 調達事情調査(設備) 機材計画案作成 調達事情調査(代理店)

団内会議(施設計画＋設備計画＋施工計画＋機材計画＋調査結果報告) 調査票回収＋積算調査

コトヌ発（23：05） 調達事情調査(代理店)

パリ着 調査票回収＋積算調査

パリ発 調達事情調査(代理店)

成田着

ミニッツ署名、教育省協議 調査票回収＋積算調査

コトヌ発（23：05） 外務省、開発省、日本大使館、JICAベナン支所報告 調達事情調査(代理店)

パリ着 テクニカルノート協議 調査票回収

パリ発 USAID訪問協議 調達事情調査(代理店)

成田着 アボメ・カラビ大学視察、テクニカルノート協議 積算調査票回収

他ドナー建設関係調査 建築資材調査(施設)

積算調査票回収

日本大使館・JICA/JOCVベナン事務所報告、,DANIDA訪問協議 建築資材調査(施設)

フライト情報収集・団内会議（日本含む） 団内会議

資料整理 追加調査

追加調査

資料整理

団内会議 団内会議

資料整理・追加調査 資料整理

団内会議 団内会議

資料整理・追加調査（ENIアラダ） 資料整理

コトヌ発　→　カサブランカ

カサブランカ　→　ドバイ

アイスランド共和国における火山噴火の影響による航路封鎖により、調査期間は当初予定より5日間延長した。

資料整理

ドバイ　→　成田

施設計画案作成

JICA/JOCVベナン事務所、日本大使館、外務省表敬訪問
教育省表敬訪問、ミニッツ協議

施設計画案作成

テクニカルノート調印

資料整理23 4/11

26

25 4/13

24

4/14

4/12

水

29 4/17

4/1527

28

土

4/16 金

木

移動： コトヌ　→　ジョグー

設備計画 施工・調達計画/積算教育計画/機材計画

成田発　＞　パリ着

業務主任/建築計画 通訳

水

東京発＞パリ着

建築設計

パリ発　＞　コトヌ着

資機材調達事情調査
ジョグー市

資機材調達事情調査
トーゴ国カーラ市

県教育事務所協議
／対象校状況調査

官団員

県教育事務所協議（ナチタングー）
／対象校状況調査

水

日

月

水

火

土

金

木

19

日程

4/6 火

17

日

5

4

月4/5

20 4/8

21 4/9

22 4/10

水

金

土

木4/1

土

4/2 金

4/7

6 3/25

11

7

10

4/4

4/3

3/3112

3/23

月

日

火

3/24

火

3/30

3/26

3/29

木

9 3/28

8 3/27

1 3/20 土

3 3/22

2

月

3/21 日

施工計画案作成

他ドナー訪問・協議

教育省打合せ：ミニッツ協議
ENIポルト・ノボ視察

資料整理

既存教員養成校調査　(ENIアラダ + ENIドグボ)

調達事情調査(設備)
既存ENI聴聞調査
教育統計資料収集

業務主任に同じ

業務主任に同じ

資料整理

15

16

13

18

14

4/19 月

30 4/18 日

34 4/22 木

資料整理

32 4/20 火

33 4/21

31
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（２）給水調査

官団員 給水計画

総括
鈴木敏彦 金山文雄

1 6/19 土 東京発　＞　パリ着

2 6/20 日 パリ発　＞　コトヌ着

3 6/21 月
JICA/JOCVベナン事務所・日本大使館表敬　／　現地業者の選定（見積依頼）

保健省調査　／　教育省調査　／　ENIポルトノボ調査

4 6/22 火 移動：コトヌ　→　ジョグー

5 6/23 水
ジョグー関係省庁打合／削井関係資料収集／

移動：ジョグー　→　コトヌ

6 6/24 木
再委託見積徴収／見積内容評価／業者選定・ネゴ

ジョグー市長面会

7 6/25 金 再委託契約締結／給水調査準備／教育省調査

8 6/26 土 厨房機材調査 移動：コトヌ　→　ジョグー

9 6/27 日 資料整理 物理探査監理

10 6/28 月 教育省打合／JICA/JOCV報告 物理探査監理

11 6/29 火 ENIデータ要請・積算調査 物理探査監理

12 6/30 水 JICA/JOCV・大使館報告　／　ベナン発 井戸掘削監理

13 7/1 木 パリ着　パリ発 井戸掘削監理

14 7/2 金 成田着 井戸掘削監理

15 7/3 土 井戸掘削監理

16 7/4 日 井戸掘削監理

17 7/5 月 井戸掘削監理

18 7/6 火 井戸掘削監理

19 7/7 水 井戸掘削監理

20 7/8 木 井戸掘削監理

21 7/9 金 揚水試験立会

22 7/10 土 揚水試験立会

23 7/11 日 揚水試験立会

24 7/12 月 揚水試験立会

25 7/13 火 揚水試験立会

26 7/14 水 揚水試験立会

27 7/15 木 揚水試験立会

28 7/16 金
移動：ジョグー　→　コトヌ、

JICA/JOCV結果報告、ベナン発

29 7/17 土 パリ着　パリ発

30 7/18 日 成田着

（３）概要説明調査

官団員

総括

櫛田　眞美 鈴木敏彦 菊池 康 藤原通子

1 11/4 木 成田発　＞　パリ着

2 11/5 金 パリ発　＞　コトヌ着

3 11/6 土 移動： コトヌ　→　ジョグー、建設予定サイト確認

4 11/7 日
羽田発　＞　パリ着
パリ発　＞　コトヌ着

移動： ジョグー　→　コトヌ

日本大使館表敬　／　JICA/JOCVベナン事務所表敬

保健省：訪問・協議 教育省：　概略設計・機材仕様書（案）　協議

6 11/9 火
大使館協議（官団員のみ）、外務省表敬

教育省：　概略設計・機材仕様書（案）　説明・協議
7 11/10 水 教育省：　ミニッツ(案)協議

8 11/11 木 サイト視察：　ENIアボメイ校

9 11/12 金 ミニッツ署名、日本大使館報告、JICA/JOCVベナン事務所報告、コトヌ発　＞

10 11/13 土 パリ着　パリ発 パリ着　パリ発

11 11/14 日 羽田着 成田着

建築設計

業務主任/建築計画
（自社補強）

日程
業務主任/建築計画 通訳

5 11/8 月

日程
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資料 ３ 面談者リスト 

（１）概略設計調査 

１）在ベナン日本国大使館 

番場正弘 特命全権大使 

迫久展 参事官 

２）JICA/JOCV ベナン事務所 

山本るみ子 支所長 

泉山純子 企画調査員 
Mme. Mariana AGONGLO プログラム担当補佐官 

岡庭泉 ボランティア調整員 

椎名卓 ボランティア調整員 
M. Akihiro HIROSE 青年海外協力隊員 

幼児・初等教育省 就学促進局、学校保健サービス課 
Mlle. Yuko Yoshizumi 青年海外協力隊員 ポルト・ノボ アボクー福祉センター 

３）幼児・初等教育省（MEMP） 

M. Gilles Théophile YEKPON 幼児・初等教育省官房長 

M. Abdoulayé DALAH SOULE 計画・予測局（DPP）局長 
M. Marcellin SOTOHOU 計画・予測局（DPP）プロジェクトコーディネーション・ 

計画・フォローアップ課長 
M. Edmond DAGE 計画・予測局（DPP） 

日本国第四次小学校建設計画 会計担当官 

Mme. Adèle Vicencia A. DAGNETO 計画・予測局（DPP） 
日本国第四次小学校建設計画 コーディネーター 

M. Marino GOMEZ  計画・予測局（DPP） 統計・情報管理課長 

M. Alain Sovidé SOKPON 教育・援助地方分権化局（DDEC）局長 
M. Garba ALIDOU 施設・機材・維持管理局（DIEM）局長 
M. Claude A. AISOUN 施設・機材・維持管理局（DIEM）設計・建築課長 
M. Bonni Norbert AFOUDA 施設・機材・維持管理局（DIEM）建築技師 
Mme. Raimy Wassia AHOUNOU 施設・機材・維持管理局（DIEM） 

教育施設管理・機材維持管理課 課長 

M. Osséni ABOUMON 財務・機材局（DRFM）機材・ロジスティック課長 
M. Salomon DAOUDOU 財務・機材局（DRFM） 

機材管理・機器維持管理課 中央倉庫主任 
M. Koami Bruno 
KOUDJANGNIHOUE 

ポルト・ノボ教員養成校校長 

M. Marcellan ADEKO アラダ教員養成校学監 
M. Jean ALLALE アラダ教員養成校 総務課長 
M. Anselme GLODJO ドグボ教員養成校 総務課長 
M. Athanase YAYA ジョグー教員養成校 校長 
M. Emmanuel YAKA PAUL ジョグー教員養成校 教頭 

M. Léibou GADO ジョグー教員養成校 総務課長 
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M. Barthelmy DETCHOU ジョグー教員養成校 経理課長 

M. Frédéric YABI  ジョグー教員養成校 教官 
M. Moukaila GOUMBI ジョグー教員養成校 学監 
M. Jean DOUAKOUTCHE 幼児・初等教育省 アタコラ-ドンガ県事務所長 
M. Ernest GOUDEGNON  ナチタングー高等師範学校 学長 
M. Adamon RADJI ナチタングー高等師範学校 調達課長 
M. Machioudi DJIMAA カンディ教員養成校 総務課長 
M. Gilbert SOSOU  カンディ教員養成校 教官 
M. Tssiaka SERO 幼児・初等教育省 ボルグー-アリボリ県事務所長 

M. François NIKOUE ダサガテ B 小学校 校長 
M. H. Cosme BEHANZIN アボメ教員養成校校長 
M. Alihonou HOUNTANGNI アボメ教員養成校教頭 

４）ジョグー市役所 
M. Micael BASSABI DJARA 市長 
M. Alain MEBOBA 施設局長 

５）外務・アフリカ統合・フランス語圏・在外自国民省 

M. Jérôme FAYOMI  アジア・オセアニア局 局長 
M. Maunirou Alabi MASSI 
GBADAMA 

アジア・オセアニア局 副局長 

Mme. A. BOSSOU アジア・オセアニア局 日本担当コーディネーター 
Mme. Evelyne ADOUKONOU アジア・オセアニア局 日本担当 
Mme. Diane SOTINDSO アジア・オセアニア局 日本担当 
M. Pierre AZONSI アジア・オセアニア局 日本担当 

６）都市部工事実施機関 (AGETUR) 

M. Clément C. SOUDE 設計技師・業務主任 

７）予測・開発・政策評価・政府活動調整省 
M. Pierre-Claver TOKPLO 開発投資・資金調達総局 副総局長 
M. Paul DOVI 予測・資金調達局 局長 
M. Calixte K. SOSSOU 2 国間援助課長 
M. Franck ABIOY 日本担当官 

８）米国国際開発局、教員インセンティブ・研修計画 (USAID) 
Dr. Eric Allemano プロジェクト・マネージャー 
Mme. Anie MENSAH 教育開発センター、管理官 
M. Arnaud GBAZO 教育開発センター、情報通信技術専門家 

９）高等教育・科学研究省、アボメカラビ大学 
Dr. Emile Abiodoun GBENOU 療監察官 
Mme. Koupei FAUSTE 大学食堂責任者 
M. Rubens LADUROU 大学食堂食材管理官 
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１０）デンマーク大使館/デンマーク国際開発機構(DANIDA) 
Mme. Nina v.L. Steensen 教育プログラム顧問 
M. Emmanuel David-Gnahoui 教育プログラム担当官 

 

（２）給水調査 

１）在ベナン日本国大使館 

番場正弘 特命全権大使 

２）JICA/JOCV ベナン事務所 

山本るみ子 支所長 

泉山純子 企画調査員 

３）幼児・初等教育省 

M. Abdoulayé DALAH SOULE 計画・予測局（DPP） 局長 
M. Marcellin SOTOHOU 計画・予測局（DPP）プロジェクトコーディネーション・ 

計画・フォローアップ課長 
M. Chabi Gado Bio soumarou 試験局（DEC）局長 
M. Ahossi SERGE 試験局（DEC）情報課主任 

M. Bonni Norbert AFOUDA 施設・機材・維持管理局（DIEM）建築技師 

M. Djochou A. Théophile ポルト・ノボ教員養成校 総務課長 
M. Athanase YAYA ジョグー教員養成校 校長 

M. Léibou GADO ジョグー教員養成校 総務課長 

M. H. Cosme BEHANZIN アボメイ教員養成校 校長 
M. Migan Luc LAURE アボメイ教員養成校 学監 

４）ジョグー市役所 
M. Micael BASSABI DJARA 市長 
M. Alain MEBOBA 施設局長 
M. Adjaro MALICK 施設局 建設課主任 

５）保健省 
Dr. Laurent Yai DAKPANON  施設・機材・維持管理局 局長 

６）高等教育・科学研究省、アボメカラビ大学 
Mme. Atchia ESTELLE BID 食堂職長 

７）フォラージ社（井戸掘削業者） 
Dr. Boussari WALIYOU 専務取締役 
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（３）概要説明調査 

１）在ベナン日本国大使館 

番場正弘 全権特命大使 

迫久展 参事官 

薄井 寛 三等書記官 

２）JICA/JOCV ベナン事務所 

山本るみ子 支所長 

泉山純子 企画調査員 

酒井雅義 企画調査員 
Mme. Mariana AGONGLO プログラム担当補佐官 

３）幼児・初等教育省 

M. Gilles Théophile YEKPON 幼児・初等教育省官房長 

M. Abdoulayé DALAH SOULE 計画・予測局（DPP）局長 
M. Marcellin SOTOHOU 計画・予測局（DPP）プロジェクトコーディネーション・ 

計画・フォローアップ課長 

M. Alain Sovidé SOKPON 教育・援助地方分権化局（DDEC）局長 
M. Garba ALIDOU 施設・機材・維持管理局（DIEM）局長 
M. Claude A. AISOUN 施設・機材・維持管理局（DIEM）設計・建築課長 
M. Bonni Norbert AFOUDA 施設・機材・維持管理局（DIEM）建築技師 
Mme. Raimy Wassia AHOUNOU 施設・機材・維持管理局（DIEM） 

教育施設管理・機材維持管理課 課長 
M. Athanase YAYA ジョグー教員養成校 校長 
M. Alihonou HOUNTANGNI アボメイ教員養成校 教頭 

４）ジョグー市役所 
M. Micael BASSABI DJARA 市長 
M. Maza Adam AROUNA 副市長 
M. Issaka DJATCHI ジョグー市ペレリナ区長 

５）外務・アフリカ統合・フランス語圏・在外自国民省 

M. Jérôme FAYOMI  アジア・オセアニア局長 
M. Mounirou Alabi GBADAMASSI アジア・オセアニア局副局長 
Mme. A. BOSSOU アジア・オセアニア局、日本担当コーディネーター 
Mme. Diane SOTINDSO アジア・オセアニア局、日本担当 
Mme. Diane SOGNONYI アジア・オセアニア局、日本担当 
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ベナン共和国 

初等教員養成校（ENI）ジョグー校建設計画 

概略設計調査 

協議議事録 

 

 

 ベナン共和国（以下「べ国」と称する）政府より提出された要請に基づき、日本政府は「ベナ

ン共和国初等教員養成校（ENI）ジョグー校建設計画」（以下「プロジェクト」と称する）に関す

る概略設計調査を行うことを決定し、本調査の実施を独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」

と称する）に委託した。 

 

 JICA は、べ国へ人間開発部基礎教育グループ基礎教育第一課長殿川広康を団長とする概略設計

調査団（以下「調査団」と称する）を派遣し、2010 年 3 月 21 日より 2010 年 4 月 15 日まで同国

に滞在する予定である。 

 

 協議および現地調査の結果、両者は付属書に記載された主要な項目を確認した。 

 

ポルト・ノボ市 2010 年 4 月 12 日 

 

 

 

 

   

Gilles Théophile YEKPON 
幼児・初等教育省官房長 

ベナン共和国 

 

 

 

殿川 広康 

団長 

概略設計調査団 

独立行政法人国際協力機構 

日本 

 

 

 

 

Mounirou GBADAMASSI 

外務・アフリカ統合・フランス語圏・在外自

国民省 
アジア・オセアニア局副局長 
ベナン共和国 

 

 

（２） 概略設計調査（和文仮訳） 
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付属書 

 

１．プロジェクトの目的 

 本プロジェクトの目的は、初等教員養成校（ENI）ジョグー校の施設建設および教育機材の整備

を通じて、同校の教育環境を改善することである。 

 

２．プロジェクト対象サイト 

 本プロジェクトの対象サイトは、ドンガ県ジョグー市とする。 

 

３．相手国実施責任機関 

3-1. 本プロジェクトの責任機関は、べ国幼児・初等教育省である。 

3-2. 本プロジェクトの実施機関は、べ国幼児・初等教育省計画・予測局が行う。 

3-3. 本プロジェクトの技術面に関する業務およびモニタリングは、べ国幼児・初等教育省機材・

メンテナンス局が行う。 

3-4. 幼児・初等教育省の組織図は、別紙 1 に示すとおりである。 

 

４．要請内容 

 協議を通じて、べ国側は、以下に示す内容を最終的な要請内容として提示し、調査団はこれを

確認した。両者は、日本の無償資金協力の対象となる協力内容はサイト調査および国内解析を通

じて決定され、要請のあった全ての内容が必ずしも計画の対象とはならないことを確認した。 

4-1. 調査対象校 

   初等教員養成校ジョグー校 

4-2. 要請施設および要請機材内容 

   別紙２に示すとおりである。 

 

５．日本の無償資金協力制度 

5-1. べ国側は、別紙 3 および別紙 4 に記載されている日本の無償資金協力制度について十分に理

解した。 

5-2. べ国側は、無償資金協力が実施される場合、プロジェクトの円滑な実施のために別紙 4 に記

載されているとおりの必要な措置を行う。 

 

６．調査のスケジュール 

6-1. 本調査団は、引き続き 2010 年 4 月 15 日まで調査を継続する。 

6-2. 日本国側は、概略設計概要書を作成したのち、その内容説明のため 2010 年 7 月下旬頃にべ国

へ概略設計概要書説明調査団を派遣する。 

6-3. 概略設計概要書がべ国政府に合意された場合、日本国側は概略設計調査最終報告書を完成し、

これを 2010 年 10 月頃べ国政府へ送付する。 
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6-4. 日本国側は、給水に関する追加調査の実施を検討する。なお、追加調査を実施する場合には、

その後の調査スケジュールが遅延する可能性がある。 

 

７．その他協議事項 

7-1. 協力対象施設・機材の選定 

 両者は、別紙 5 に記載された協力対象施設・機材の選定条件に合意した。両者は、本計画の協

力対象施設・機材は別紙 5 の基準に基づき、上記 4. に記載のとおり日本国側によって選定される

ことを確認した。 

 

7-2. プロジェクトサイトの土地確保 

 べ国幼児・初等教育省は同省の保有するプロジェクトサイトの土地使用権証書の写しを調査団

に提出し、両者は、べ国幼児・初等教育省が初等教員養成校（ENI）ジョグー校建設用地として敷

地使用権を有していることを確認した。 

 

7-3. プロジェクトサイトの整地 

 ベ国側は、環境影響調査等必要な手続きを行うとともに、建設開始前までにプロジェクトサイ

トの整地を完了することを約束した。 

 

7-4. 施設規模 

 ベ国側は、本計画の策定にあたっては一学年あたりの基準学生数である 300 名を収容する規模

を前提とするよう要請した。 

 

7-5. 配電整備 

べ国側は、必要とされる時期までにプロジェクトサイトへの電力引き込み工事を完了すること

を約束した。 

 

7-6. 給水整備 

 べ国側は、試験井の掘削を行ったものの、ベ国側負担による生産井の整備は困難である旨表明

した。調査団側は、給水に関する追加調査の実施を検討することを約束した。両者は、プロジェ

クトの実施に十分な水源が確保できないことが判明した場合には、あらゆる対応策を検討したう

えで、計画の内容、規模の見直しを行う必要性が生じうることを確認した。 

 

7-7. 看護棟 

 べ国側より、一次の応急処置に対応できる程度の看護施設を校内に設置したいとの要請があっ

た。また、衛生上の理由や夜間の緊急対応にかかる利便性の理由等により、看護施設を他施設か

ら独立させた看護棟とすることが望ましいとの強い意向が示された。 
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7-8. 安全対策措置 

 日本側は調査活動を行うにあたり必要な安全対策措置を講ずることをベ国側に依頼し、ベ国側

は同意した。 

 

7-9. 施設・機材の運営維持管理 

 ベ国側は、プロジェクト終了時までに、学校運営に必要かつ十分な教職員を配置することを約

束した。また、プロジェクト終了時に必要となる施設・機材の維持、管理に必要な予算、人員を

確保することを約束した。特に、新規施設となる以下の要請施設については、必要予算の確保、

人員の配置、運営体制の検討を適切に行うことを表明した。 

 －学生寮 

 －食堂棟 

 －看護棟 

 

 

 

 

別紙 1： 幼児・初等教育省組織図 

別紙 2： べ国要請リスト 

別紙 3： 無償資金協力制度 

別紙 4： 両国政府によってとられる主な措置 

別紙 5： 施設・機材選定基準 
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別紙１ ： 幼児・初等教育省組織図 

 

 

 

注 1. 網がけした組織は、本プロジェクトにおいて日本側の直接のカウンターパートとなる 

 組織である。 
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別紙２ ： 「べ」国要請リスト 

 

１．要請施設 

要請諸室 優先

順位 
施設内容 棟数 

1 教室棟 6 教室、多目的室、便所 1 

2 管理棟 校長室、教頭室、経理・調達室、総務長室、監督室、秘書室、教員室、

図書室、コンピュータ室、倉庫、便所 
1 

3 看護棟 1 

4 食堂棟 1 

5 学生寮 1 

6 トイレ棟（4 便房） 2 

7 塀 1 

8 警備員室 1 

9 職員住宅 4 

10 運動場 1 

 

２．要請機材 

No. 機 材 優先度 

1 学生用の椅子と机 A 

2 教授・職員用の椅子と机 A 

3 黒板 A 

4 収納庫 A 

5 基礎的な教育機材 C 

6 学生寮の寝具（ベッド・椅子等の家具） A 

7 コンピュータ B 

8 コピー機 C 

9 プロジェクター C 

10 厨房・食堂の必要機材・家具 B 

11 多目的室の机・椅子 A 

12 洗濯場の必要具 C 

13 看護棟の医療機材（ベッド・戸棚・椅子・机等） A 

  注： 

1. 既存機材を移設する場合は対象外とする。 

2. A：第 1 優先度 

 B：第 2 優先度 

 C：第 3 優先度 
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別紙３ ： 無償資金協力制度 

 

日本国政府は ODA 業務に係る質の改善を図るため組織改革を行い、その一環として 2008 年

10 月 1 日に新 JICA 法が施行された。本法及び日本国政府の決定に基づき、JICA が無償資金協

力の実施機関となった。 
無償資金協力とは被援助国に返済義務を課さないで資金を供与する援助で、被援助国が自国

の経済・社会の発展のために役立つ施設、資機材及び役務（技術あるいは輸送等）を調達する

のに必要な資金を、我が国の関係法令に従って以下のような原則により贈与するものである。

日本国政府が資材・機材、設備等を直接に調達して現物供与する形態はとっていない。 
 

１．無償資金協力実施の手順 
我が国の無償資金協力は次のような手順により行われる。 
・協力準備調査 JICA により実施 
・審査及び承認 日本国政府及び JICA による審査、閣議による承認 
・実施の決定 日本国政府と被援助国間の口上書交換 
・贈与契約 JICA と被援助国間の契約締結 
・実施 贈与契約に基づくプロジェクトの実施 
 

２．調査の位置づけ 

（1）調査の内容 

JICA が実施する協力準備調査の目的は、JICA 及び日本国政府が無償資金協力の審査を行う

際に必要な基礎的資料（判断材料）を提供することであり、その内容は以下のとおりである。 

－ プロジェクトの背景、目的、効果並びに実施に必要な被援助国側関係機関の能力の確認 
－ 無償資金協力実施の妥当性について技術面、財政面、社会・経済面での検証 
－ プロジェクトの基本構想について双方で確認 
－ プロジェクトの概略設計策定 
－ 概略事業費の積算 

なお、要望された内容が全てそのまま協力の対象となるのではなく、我が国の無償資金協

力のスキーム等を勘案し、基本構想が確認される。 
また、無償資金協力として実施するに当たって、JICA は被援助国側の自助努力を求める立

場から被援助国にも必要な措置を求めており、この措置が実施を担当する機関以外の所管事

項である場合であってもその実施の担保を求めるものであり、最終的には被援助国政府の関

係する機関全てとの確認をミニッツにより行う。 

（2）コンサルタントの選定 

調査の実施に際して JICA は登録業者の中からプロポーザル方式によりコンサルタントを

選定する。 
（3）調査結果 

調査報告書は JICA によって検討され、無償資金協力の妥当性が確認された後、JICA は無

償資金協力実施に係る審査を日本国政府に提言する。 
 

３．無償資金協力のスキーム 
（1）交換公文（E/N）及び贈与契約（G/A） 

無償資金協力が閣議によって承認の後、交換公文（E/N）が日本国政府と被援助国政府との

間で署名され、引き続き JICA と被援助政府との間で贈与契約（G/A）が締結される。G/A は
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支払条件、被援助国の責務、調達条件といった、当該プロジェクトの実施に必要とされる条

項を定めるものである。 
（2）コンサルタントの選定 

技術的一貫性を保つため、協力準備調査を実施したコンサルタントは、E/N 及び G/A の後

の当該プロジェクトに引き続き従事するため、JICA によって被援助国へ推薦される。 
（3）調達適格国 

無償資金協力の資金は、原則として、日本国又は被援助国の生産物ならびに日本国民又は

被援助国民の役務を購入するために使用される。なお、無償資金協力の資金は JICA 及び被援

助国政府（又は政府が指定する当局）が必要と認める場合には第三国（日本国又は被援助国

以外）の生産物の購入又は役務の購入にも使用することが可能である。但し、無償資金協力

を実施するに当たって必要とするプライムコントラクター、即ち、コンサルタント、施工業

者及び調達業者は「日本国民」に限定される（ここでいう「日本国民」という語は日本国の

自然人又はその支配する日本国の法人を意味する）。 
（4）「認証」の必要性 

被援助国政府（又は政府が指定する当局）が行う「日本国民」との契約は「円貨建」で締

結され、かつ、JICA による「認証」を必要とする。「認証」は贈与財源が日本国民の税金で

あることによる。 

（5）被援助国に求められる措置 

無償資金協力が実施されるに際して被援助国政府は別紙のような措置等が求められる。 

（6）「適正使用」 

無償資金協力により建設される施設及び購入される機材が、適正かつ効果的に維持され、

使用されること、並びにそのために必要な要員等の確保を行うこと。また、無償資金協力に

よって負担される経費を除き必要な維持・管理費全ての経費を負担すること。 

（7）「輸出及び再輸出」 

無償資金協力により購入される生産物は被援助国より輸出あるいは再輸出されてはならな

い。 

（8）銀行取極（B/A） 

a) 被援助国政府（又は指定された当局）は日本国内の銀行に被援助国政府名義の口座を開

設する必要がある。JICA は認証された契約に基づいて被援助国政府又は政府が指定する

当局が負う債務の弁済に充てるための資金を右勘定に「日本円」で支払うことにより無償

資金協力を実施する。 
b) JICA による支払いは被援助国政府又は政府が指定する当局が発行する「支払授権書

（A/P）」に基づいて「銀行」が支払請求書を JICA に提出した時に行われる。 
（9）支払授権書（A/P） 

被援助国政府は、銀行取極を締結した銀行に対し、支払授権書の通知手数料及び支払い手

数料を負担しなければならない。 

（10）社会環境配慮 
被援助国政府は当該プロジェクトに対して社会環境配慮を確保しなければならない。また、

被援助国の環境規制及び「JICA 社会環境配慮ガイドライン」に従わなければならない。 
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４．無償資金協力の手順 
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別紙４ ： 両国政府によってとられる主な措置 
 

No. Items 
To be 

Covered by 
Grant Aid 

To be 
Covered by 
Recipient 

1 To secure a lot of land necessary for the implementation of the Project and to clear 
the site;  ● 
To construct the following facilities   
1) The building ●  
2) The gates and fences in and around the site  ● 
3) The parking lot  ● 
4) The road within the site ●  

2 

5) The road outside the site  ● 
To provide facilities for the distribution of electricity, water supply and drainage 
and other incidental facilities necessary for the implementation of the Project 
outside the site; 

  

1) Electricity   
  a. The distributing power line to the site  ● 
  b. The drop wiring and internal wiring within the site ●  
  c. The main circuit breaker and transformer ●  
2) Water supply   
  a. The city water distribution main to the site  ● 
  b. The supply system within the site (receiving and elevated tanks) ●  
3) Drainage    
  a. The city drainage main (for storm, sewer and others to the site)  ● 
  b. The drainage system (for toilet sewer, ordinary waste, storm drainage and 

others) within the site ●  
4) Gas supply   
  a. The city gas main to the site  ● 
  b. The gas supply system within the site ●  
5) Telephone system   
  a. The telephone trunk line to the main distribution frame/panel (MDF) of the 

building  ● 
  b. The MDF and the extension after the frame/panel ●  
6) Furniture and Equipment   
  a. General furniture  ● 

3 

  b. Project Equipment ●  
To ensure prompt unloading and customs clearance of the products at ports of 
disembarkation in recipient country and to assist internal transportation of the 
products and/or customs clearance of the products and to assist internal 
transportation of the products in the recipient country. 

  

1) Marine (Air) transportation of the products from Japan to the recipient country ●  
2) Tax exemption and custom clearance of the Products at the port of 

disembarkation   ● 

4 

3) Internal transportation from port of disembarkation to the project site (●) (●) 
5 To ensure that customs duties, internal taxes and other fiscal levies which may be 

imposed in the recipient country with respect to the purchase of the products and 
the services be exempted. (be borne by the Authority without using the Grant)  

 ● 

6 To accord Japanese nationals whose services may be required in connection with 
the supply of the products and the services such facilities as may be necessary for 
their entry into the recipient country and stay therein for the performance of their 
work. 

 ● 

7 To ensure that the Facilities and the products be maintained and used properly and 
effectively for the implementation of the Project  ● 

8 To bear all the expenses , other than those covered by the Grant, necessary for the 
implementation of the Project  ● 
To bear the following commission paid to the Japanese bank for banking services 
based upon the Banking Arrangement   
1) Advising commission of A/P  ● 

9 

2) Payment commission  ● 
10 To give due environmental and social consideration in the implementation of the 

Project.  ● 
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別紙５ ： 施設・機材選定基準 

 

以下の基準に従い、要請施設・機材を選定することとする。 

 

１．施設 

・ 教員養成カリキュラムの実施に必要であり、他の施設による代用が難しい施設。 

・ 他の教員養成校に導入されており、その有用性が確認されている施設。 

・ 維持管理費用が高価でなく、かつ簡易に使用できる施設。 

 

 

２．機材 

2-1. 優先度を高く扱う機材 

・ 教員養成カリキュラムの実施に必要な機材。 

・ 教員養成校の運営・維持管理に不可欠な機材。 

・ 類似の教育施設で活用され、その有用性が確認されている機材。 

 

2-2. 優先度を低く扱う機材 

・ 用途が明確でなく、有効に利用されない可能性が高い機材。 

・ 他の機材で代用できる機材。 

・ 高価な消耗品や調達の難しい消耗品を必要とする機材。 

・ 維持管理に特殊な技術を必要とする機材。 

・ リネン類等の消耗品。 
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ベナン共和国 

初等教員養成校（ENI）ジョグー校建設計画 

概略設計調査（概略設計概要説明） 

 

協議議事録 

 

独立行政法人国際協力機構（以下「JlCA」と記す）は「初等教員養成校（ENI）ジョグー校

建設計画」（以下「プロジェクト」と記す）に関する概略設計調査団を 2010 年 3 月 21 日から

4 月 15 日にかけてベナン共和国（以下「ベナン」と記す）へ派遣し、協議やサイト調査そし

て日本での調査結果の技術的審査を経て、協力準備調査報告書（案）を作成した。 
 

JICA は協力準備調査報告書（案）の内容をベナン側に説明し、またその内容に関する意見を

聴取するため、2010 年 11 月 6 日から 11 月 12 日まで、JICA 本部アフリカ部中西部アフリカ

第二課調査役 櫛田眞美を団長とする概略設計概要説明調査団（以下「調査団」と記す）を派

遣した。 

 

協議の結果、双方は付属書に記述された主要事項を確認した。 

 

 

 

ベナン共和国ポルト・ノボ市 2010 年 11 月 12 日 

 

 

                       
Gilles Theophile YEKPON 
幼児・初等教育省官房局長 

ベナン共和国 

                      

櫛田 眞美 

団長 

概略設計概要説明調査団 

独立行政法人国際協力機構 

日本 

                       

Mounirou Alabi GBADAMAMASSI 
外務・アフリカ統合・フランス語圏・在外ベナン人省

アジア・オセアニア局副局長 

ベナン共和国 

 

                      

（４） 概要説明調査（和文仮訳） 
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付属書 

 
１．協力準備調査報告書（案）の内容 
ベナン側は、調査団によって説明された協力準備調査報告書（案）の内容に関して原

則合意し、これを受け入れた。 
 
２．日本の無償資金協力制度 

調査団は、2010 年 4 月 12 日に両者が署名した協議議事録の別紙３、別紙４に記述さ

れた日本の無償資金協力制度の仕組み及びベナン政府が行う負担事項について説明し、

ベナン側はこれを理解した。また、ベナン側は、調査団により説明された日本側の無償

資金協力実施体制の変更に伴い想定される各種手続き等の変更点について理解した。 
 
３．今後の予定 

JICA は本協議結果に基づいて協力準備調査報告書を完成させ、ベナン政府に 2011 年 4
月ごろに提出する予定である。 
 
４．秘密保持 
双方は、本プロジェクトに関連するあらゆる資料をプロジェクトの入札終了まで関係

者以外の第三者に開示しないことを確認した。 
 
５．本プロジェクトの対象施設・機材 

 調査団は、本プロジェクトの協力対象となる施設・機材内容（別紙１）について説明し、

ベナン側はこれを了解した。 

 
６．プロジェクトの概算事業費 
調査団は本プロジェクトの概算事業費（別紙２）について説明した。双方は概算事業費に

ついて受注者決定まで関係者以外の第三者に開示しないことを確認した。調査団は、概算事

業費は概算であり変更する可能性があることを説明し、ベナン側はこれを了解した。 
 
７．ベナン側負担工事 
調査団は、本プロジェクトの実施にあたって必要となるベナン側の負担事項の内容（別紙

３）及び事業実施工程案（別紙４）について説明した。ベナン側はかかる事項の実施に必要

な予算を確保し、スケジュールに則って確実に実施することを確約した。 
 

８．サイトへのアクセス道路 

 調査団は建設予定サイトにおける前面道路からのアクセスにあたり、側溝横断ブリッジの

整備が必要であることを確認し、これをベナン側へ説明した。ベナン側は、かかる実施に要

する関連機関と調整のうえ、建設工事開始までに、これを完了させることを約束した。 

 

９．運営・維持管理の遵守 

 ベナン側は、建設が終了するまでに、本計画の実施に伴い追加で必要となる人員を配置す

ることを確約した。また、運営・維持管理体制の確立や運営・維持管理に必要な予算の確保・

配分を遅滞なく実施することを確約した。 
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１０．掘削した井戸の土地所有権および使用権の確保 

 2010 年 6 月～7 月にかけて日本側が協力対象サイトおよびその周辺にて実施した給水調査

の結果試掘された井戸について、その土地所有権および使用にかかる権利を幼児・初等教育

省が 2011 年 2 月末までに確保することを確約した。また、本調査にて掘削した井戸およびそ

の水源は ENI ジョグー校専用のものであることを確認した。 

 

 

 
 

以  上 
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別紙１ 対象施設・機材リスト 

（1） 対象施設リスト 

 

対象施設リスト 

棟 用途（室名） 
床面積
（m2） 

棟数
床面積
（m2） 

床面積（m2）

教室棟-A 
図書室、コンピューター室、保健室（診

察室、処置室、2 観察室、薬局、当直室、

2 便所、廊下）、廊下 
331.30 1 331.30 

教室棟-B 多目的室、便所、廊下 304.00 1 304.00 

教室棟-C 3 一般教室、廊下 340.75 1 340.75 

教

室

棟 

教室棟-D 3 一般教室、廊下 330.75 1 330.75 

1,306.80 

管理棟 
校長室、教頭室、経理・調達室、総務長

室、監督室、秘書室、教員室、2 便所、

倉庫、ホール・廊下、車寄せ 
405.00 1 405.00 405.00 

食堂棟 
食堂、配膳室、調理場、皿洗場、食材倉

庫、冷蔵庫・冷凍庫置場、事務室、更衣

室、便所・シャワー、廊下 
738.00 1 738.00 738.00 

学生寮-A 5 寮室、寮長室、倉庫、廊下 198.43 2 396.86 

学生寮-B 7 寮室、廊下 198.43 4 793.72 学

生

寮 便所・シャワ

ー棟 
便所、シャワー、洗濯場 

127.44 2 254.88 

1,445.46 

溜槽式便所 4 便房溜槽式便所 18.72 2 37.44 37.44 

塀  0 1 0 0 

警備員室 警備員室、便所、シャワー 26.46 1 26.46 26.46 

受変電室 受変電室 48.00 1 48.00 48.00 

建築物合計  4,007.16 

高架水槽  5.06 1  5.06 

受水槽  24.00 1  24.00 

工作物合計  29.06 

合 計  4,036.22 
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（3）対象機材リスト 
 

機材名称 数量 備考 

成人用血圧計,  2  

聴診器、Littman 式、2 面 2  

舌圧子 17,5 2  

身長計 1  

成人用体重計 (150 kg) 1  

診

断

標

準

器

具

セ

ッ

ト 反射検査用ハンマー 1  

膿盆 24 cm 3  

はさみ、Lister 式、16 cm、（カーブ） 2  

ピンセット、コッヘル式、14、直線 2  

ピンセット、Péan 式、14,5、直線 2  

ピンセット 11 2  

針ホルダー、Mayo Hegar 式 16 1  

コットン用ピンセット 2  

外科用はさみ、14、（先端鋭利/丸）カーブ 2  

メスホルダー 2  

丸型カスト、コットン用、24 x 16 2  

器具セット 30 x 20 x 05 2  

ピンセット、a/g 14 cm 3  

箱 2  

器具トレー、30 x 20 x 02 3  

処

置

器

具

セ

ッ

ト 

ピンセット、Halsted-Mosquito 式、12,5、 カーブ 2  

乾熱滅菌器、14 リットル、220 V、30～220 ºC、2 段式 2  滅

菌

器 圧力鍋、7,2 リットル、籠付き 1  

診察台 2 診察室、処置室各 1 台 
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別紙２ 概算事業費 

 

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は、8.07 億円となり、先に述べた日本

とベナン国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記（3）に示す積算条件によれば、次のと

おりと見積られる。ただし、この額は交換公文上の供与限度額を示すものではない。 
 
(1) 日本側負担経費 

 
概算総事業費   約 753 百万円 

費目 概算事業費（百万円） 

施設（ENI ジョグー校） 642 

機材（ENI ジョグー校） 3 
645 

詳細設計・施工監理 108 
 

なお、日本側の無償資金協力実施体制の変更、および守秘義務の理由により、日本側概算事
業費は、協力準備調査（案）には記載されていない。 

 
 
(2) ベナン国負担経費 

ベナン国負担概算経費   271,070 千 fcfa（約 54 百万円） 

工事費目 経費 （千 fcfa） 

① 建設予定地の造成・整地 82,000 

② 側溝横断ブリッジ建設費 1,000 

③ 電気の引込み 50,000 

④ 構内道路・駐車場の整備 16,500 

⑤ 職員宿舎（4 棟）の建設 120,540 

⑥ 一般家具・備品の購入 1,000 

⑦ 管理棟家具運搬費 30 

合  計 
271,070 
（約 54.0 百万円） 

 
 
(3) 積算条件 

① 積算時点 
② 為替交換レート

 
③ 施工・調達期間

④ その他 

： 
： 
： 
： 
： 

平成 22 年 4 月（2010 年 4 月） 
1 ユーロ ＝ 130.60 円 
1 fcfa ＝ 0.1991 円 
詳細設計、工事、機材調達の期間は、施工工程に示したとおり。 
積算は日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うものとする。

 



 - 160 -

別紙３ ベナン側負担事項 

 
ベナン国側負担事業は以下の通りである。 

項目 実施時期 

① 本プロジェクトのための用地を確保し、用地に対する国、地方自治体、

あるいは教育省の所有権を保証すること。 
E/N 締結前 

② 建設工事開始前に用地より障害物を撤去し、整地を行うこと。 E/N 締結後 7 ヶ月以内に実施する。 
（施工業者との契約前） 

③ 必用に応じ、建設工事用アクセス道路を建設すること。 E/N 締結後 7 ヶ月以内に実施する。 
（施工業者との契約前） 

④ 必用に応じ、門塀、植栽などの付帯外構施設の建設を行うこと。 事業完了後 

⑤ 電話・電力の付帯施設の敷地内受け渡しポイントまでの引込みを行うこ

と。 
事業実施中 

⑥ 本プロジェクトのために購入される生産物の港における陸揚げ、通関お

よび国内輸送等に係る手続きが速やかに実施されること。 
事業実施中 

⑦ 認証された契約に基づき調達される生産物および役務に対し、ベナン国

において日本法人又は日本人に対して課せられる関税、内国税およびそ

の他の財政的な義務を免除すること。 

事業実施中 

⑧ 認証された契約に基づいて提供される役務について、その役務の遂行に

必要な日本法人の構成員に対しベナン国への入国および滞在に必要な措

置を保証すること。 

事業実施中 

⑨ 本プロジェクトの実施に必要な許可、免許などを遅滞なく発行すること。 E/N 締結前、及び事業実施中 

⑩ 銀行取極めに基づき発生する支払い授権書（A/P）手数料、支払い手数料

を負担すること。 
A/P はコンサルタント契約、及び業者

契約の JICA認証後、直ちに発行する。

⑪ 日本国の無償資金協力で提供されない本プロジェクトに必要なすべての

費用を負担すること。 
事業完了後 

⑫ 現 ENI ジョグー校から図書、機材、家具等を新設された ENI ジョグー校

へ運搬、移動すること。 
事業完了後 
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別紙４ 事業実施工程案 

事業実施工程案

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

現地調査

詳細設計・入札図書作成

入札図書承認

入札公示～入札

入札評価～契約

準備工事

基礎工事

躯体工事

屋根工事

建具工事

仕上げ工事

竣工検査

製造・調達

輸送

組立・据付

詳細
設計

入札

施工
・

調達

（詳細設計：3.5ヶ月）

（入札：2.5ヶ月）

（工事：16.0ヶ月）

雨季を想定
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序文 

初等教員養成校（ENI）ジョグー校建設計画の一環として、大建設計は AÏWA TECHNICAL 
SERVICES (ATS-Sarl)社に対してジョグー市の上記計画サイトの土質調査を依頼した。 

調査内容は下記のとおり： 

• 敷地の 9 か所での地耐力を測定するための動的貫入試験 
• 深さに応じた地盤の許容応力の算定 
• 9 か所の試験箇所におけるボーリングの実施とサンプル採取 
• 採取サンプルの特性特定試験 

本報告書は弊社が計画サイトにて実施した上記試験・調査の各種結果をまとめたもので

ある。 
 

I 動的貫入試験 

I.1 調査結果 
規格ロッドを地盤に打ち込んで調査を行い、深さに応じて地盤の強度を記録した。25cm

貫入させるのに必要な打撃数の形で地面耐力を表し、25cm 毎に強度を計算した。 
貫入抵抗を計算するには Hiley、Kreuter、Brix、Redtenbacher、Crandall、オランダ式、Chellis

等の多数の計算式が存在する。数式および地盤の性質に応じてこれらの数式には 10 から 30
の安全係数を適用する。 

これらの数式から、弊社は破壊強度 σrの算定にはオランダ数式を用いた。数式は下記の

とおり： 
σr  = M2 × H / e × S × ΣP 

M ：ハンマーの質量 
H ：落下高さ 
e ：1打撃単位当たりの貫入 
S ：チップの最大断面 
ΣP ：ロッドアッセンブリ―総重量 

試験結果を次の表とカーブに示す。これらの数値によって地盤の最小破壊強度を算定す

ることができる。 

I.2 試験箇所における先端の動的抵抗 

I.3 先端における許容応力 

I.4 地盤の許容応力 
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I.2 試験箇所における先端の動的抵抗

深さ
(m)

PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 σr min
(bar)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.25 0.00 0.00 73.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.50 95.39 112.74 112.74 199.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.75 138.75 29.81 169.11 238.48 134.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 281.84 212.47 221.14 216.80 242.82 134.42 65.04 112.74 56.37 56.37

1.25 299.19 238.48 86.72 268.83 221.14 255.83 56.37 134.42 52.03 52.03

1.50 368.56 277.51 112.74 372.90 242.82 229.81 125.75 182.11 43.36 43.36

1.75 325.20 420.60 208.13 433.60 216.80 117.07 143.09 203.79 52.03 52.03

2.00 390.24 433.60 338.21 221.14 82.38 108.40 134.42 60.70 60.70

2.25 433.60 338.21 242.82 78.05 112.74 221.14 69.38 69.38

2.50 433.60 325.20 225.47 91.06 117.07 264.50 86.72 86.72

2.75 433.60 303.52 73.71 138.75 433.60 121.41 73.71

3.00 400.80 340.68 84.17 192.38 400.80 84.17 84.17

3.25 400.80 124.25 300.60 88.18 88.18

3.50 400.80 264.53 400.80 80.16 80.16

3.75 148.30 400.80 80.16 80.16

4.00 248.50 112.22 112.22

4.25 380.76 140.28 140.28

4.50 400.80 220.44 220.44

4.75 252.51 252.51

5.00 332.67 332.67

5.25 400.80 400.80

5.50 400.80 400.80

貫入不可

貫入不可

貫入不可

貫入不可

貫入不可

貫入不可

貫入不可

貫入不可

先端の動的抵抗
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I.3 先端における許容応力

深さ
(m)

PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 σa min
(bar)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.25 0.00 0.00 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.50 4.77 5.64 5.64 9.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.75 6.94 11.49 8.46 11.92 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 14.09 10.62 11.06 10.84 12.14 6.72 3.25 5.64 2.82 2.82

1.25 14.96 11.92 4.34 13.44 11.06 12.79 2.82 6.72 2.60 2.60

1.50 18.43 13.88 5.64 18.65 12.14 11.49 6.29 9.11 2.17 2.17

1.75 16.26 21.03 10.41 21.68 10.84 5.85 7.15 10.19 2.60 2.60

2.00 19.51 21.68 16.91 11.06 4.12 5.42 6.72 3.04 3.04

2.25 21.68 16.91 12.14 3.90 5.64 11.06 3.47 3.47

2.50 21.68 16.26 11.27 4.55 5.85 13.23 4.34 4.34

2.75 21.68 15.18 3.69 6.94 21.68 6.07 3.69

3.00 20.04 17.03 4.21 9.62 20.04 4.21 4.21

3.25 20.04 6.21 15.03 4.41 4.41

3.50 20.04 13.23 20.04 4.01 4.01

3.75 7.42 20.04 4.01 4.01

4.00 12.43 5.61 5.61

4.25 19.04 7.01 7.01

4.50 20.04 11.02 11.02

4.75 12.63 12.63

5.00 16.63 16.63

5.25 20.04 20.04

5.50 20.04 20.04

貫入不可

貫入不可

貫入不可

貫入不可

貫入不可

貫入不可

貫入不可

貫入不可
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I.4 地盤の許容応力

深さ
(m)

σa min
(bar)

0.00 0.00
0.25 0.00
0.50 0.00
0.75 0.00
1.00 2.82
1.25 2.60
1.50 2.17
1.75 2.60
2.00 3.04
2.25 3.47
2.50 4.34
2.75 3.69
3.00 4.21
3.25 4.41
3.50 4.01
3.75 4.01
4.00 5.61
4.25 7.01
4.50 11.02
4.75 12.63
5.00 16.63
5.25 20.04
5.50 20.04

地盤の許容応力
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I.5 地下水位 
乾季の地下水は約 5 メートルの深さである。 
 

I.6 考察と結論 
• Pd1、Pd2、Pd3、Pd4、Pd5、Pd6、Pd7&Pd8 地点では粘土質の土壌が乾燥した結果、地

盤は緻密でかつ硬い。反対に Pd9 は湧水がたまる低い位置にありその結果数値は低い。 
• すべてに試験位置において 1.00ｍの深さで既に 2bars 以上の許容応力以上となる。 

注）2bars = 200 kPa = 200 kN/m2 = 2.04kg/cm2 = 20.4 ton/m2 
• TN レベルから 0.5ｍ離れた Pd5 地点のそばの木の根元に基準点が設けられている。 
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